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江
戸
不
倫
考 

史
料
Ｃ 

御
定
書
百
ヶ
条 

 
 

早
稲
田
大
学
図
書
館 

蔵 

 

者
の
み
が
閲
覧
で
き
る
文
書
だ
っ
た
。
そ
れ
は
「
民
は
由
ら
し
む
べ
し
、
知
ら
し
む
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
儒
教
的
政

治
理
念
だ
け
で
な
く
、
吉
宗
の
政
策
が
、
刑
の
軽
減
を
図
る
も
の
だ
っ
た
た
め
公
開
し
な
い
方
が
威
嚇
効
果
を
維
持

で
き
る
と
考
え
ら
れ
た
た
め
と
さ
れ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
多
く
の
役
人
が
書
写
し
、
多
く
の
写
本
が
存
在
す
る
。 

  
 

 
 

（
前
略
） 

 
 

『
公
事
方
御
定
書
』
（
く
じ
か
た
お
さ
だ
め
が
き
） 

江
戸
幕
府
の
基
本
法
典
。
享
保
の
改
革
を
推
進
し

た
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
の
下
で
作
成
さ
れ
た
。 

上
巻
・
下
巻
の
二
巻
か
ら
な
る
。 

上
巻
は
警
察
や
行
刑
に
関
す
る
基
本
法
令
を
、
下

巻
は
旧
来
の
判
例
を
条
文
化
し
た
刑
事
法
令
な
ど
を

収
録
し
て
い
る
。 

特
に
下
巻
は
『
御
定
書
百
箇
条
』
と
呼
ば
れ
て
お

り
、
奥
書
に
は
「
奉
行
中
之
外
不
可
有
他
見
者
也
」

と
記
さ
れ
て
お
り
、
本
来
は
幕
府
の
中
枢
に
あ
っ
た

に
可
可
渡
ｒ
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（
中 

略
） 
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史
料
Ｄ 

 

奉
行
所
の
判
例 

 

御
仕
置
例
類
集 

密
通
の
部 

 
 

国
立
国
会
図
書
館 

蔵 
Ｄ
１ 
主
人
の
妻
と
密
通 

 

（
大
坂
町
奉
行
所
） 
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Ｄ
２ 

離
縁
状
な
き
女
と
密
通
（
江
戸
町
奉
行
所
） 
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7 

Ｄ
３ 

 

相
対
死
（
大
坂
町
奉
行
所
） 
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史
料
Ｅ 

旗
本
家
の
惨
劇 

 

 

Ｅ
１ 

 
「
享
和
雑
記
」 

国
文
学
研
究
資
料
館 

蔵 
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Ｅ２ 聟養子の実家神尾家の届出 → 

雑事記          国立公文書館 蔵 

Ｅ３ 井上日記の記述  ↓ 

         享和二年正月十一日条   国立公文書館 蔵 


